
第１０３期　中　間　決　算　公　告

住所　　松山市勝山町２丁目１番地
株式会社　 　　愛　　媛　　 銀　　行
頭　　　取　　 　中　山　　紘　治　郎

（単位：百万円）

　金        額 　金        額

99,999 1,422,343

16,977 60,934

96 16,838

247 13

209,832 13,000

1,241,980 7,203

980 2,146

4,599 6,485

32,247 14,939

526 1,543,906

12,510

14,939 15,460

△ 21,733 9,607

9,606

0

29,006

4,550

24,455

270

37

20,483

3,664

△ 134

53,939

7,302

0

8,055

15,358

69,297

1,613,203 1,613,203

中間貸借対照表（平成18年９月30日現在）

現 金 預 け 金 預 金

コ ー ル ロ ー ン 譲 渡 性 預 金

科        目 科        目

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

買 入 金 銭 債 権 借 用 金

商 品 有 価 証 券 外 国 為 替

有 価 証 券 社 債

貸 出 金 そ の 他 負 債

外 国 為 替 退 職 給 付 引 当 金

そ の 他 資 産 再評価に係る繰延税金負債

有 形 固 定 資 産 支 払 承 諾

無 形 固 定 資 産 負 債 の 部 合 計

繰 延 税 金 資 産 （ 純 資 産 の 部 ）

支 払 承 諾 見 返 資 本 金

貸 倒 引 当 金 資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

別 途 積 立 金

繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

退 職 給 与 積 立 金

平成18年11月23日

評 価 ・換 算 差 額 等 合 計

純 資 産 の 部 合 計

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計

株 主 資 本 合 計

その他有価証券評価差額金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

土 地 再 評 価 差 額 金

固定資産圧縮積立金

1



（単位：百万円）

20,902

17,564

（うち 貸 出 金 利 息 ） ( 15,433 )

（うち有価証券利息配当金） ( 1,426 )

2,176

443

717

17,283

1,236

（う ち 預 金 利 息 ） ( 862 )

1,505

1,202

10,546

2,791

3,618

17

165

3,470

2,153

△ 884

2,201

科           目 金    　　　　　　　    額

経 常 収 益

中間損益計算書
平成18年4月 1日から

平成18年9月30日まで

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失

税 引 前 中 間 純 利 益

法 人 税 、住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

中 間 純 利 益
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中間貸借対照表の注記 

 

１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

   ２．商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

   ３．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・

子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価の

ある株式等については中間決算期末月１カ月の市場価格等の平均に基づいて算定された額により、ま

た、それ以外については、中間決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算

定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。なお、

その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

   ４．有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証

券の評価は、時価法により行っております。 

   ５．デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

   ６．有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成 10年４月１日以後に取得した建物（建物附属設

備を除く。）については定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。           

建 物  ３４年～５０年 

      動 産   ３年～１０年 

   ７．無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアにつ

いては、行内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

   ８．社債発行費は支出時に全額費用として処理しております。 

   ９．外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

   10．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

     破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る

債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以

下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回

収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後

経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分

可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に

判断し必要と認める額を計上しております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき

計上しております。 

     すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から

独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っており

ます。 

     なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及

び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額

しており、その金額は２６，６３６百万円であります。 

   11．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上しております。また、過去

勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 

過去勤務債務    その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）によ

る定額法により費用処理 

数理計算上の差異  各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理 

 12．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引について
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は、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

   13．外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外

貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会

報告第 25号。以下「業種別監査委員会報告第25 号」という。）に規定する繰延ヘッジによっておりま

す。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で

行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権

債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有

効性を評価しております。 

   14．ヘッジ会計の方法は、一部の資産に金利スワップの特例処理を行っております。 

   15．消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっております。 

    ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間期の費用に計上しております。 

   16．有形固定資産の減価償却累計額    １８，９９５百万円 

   17．有形固定資産の圧縮記帳額       １，３８４百万円 

   18．貸出金のうち、破綻先債権額は４，０３１百万円、延滞債権額は３３，５３４百万円であります。 

     なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由によ

り元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒

償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 40

年政令第 97 号）第 96 条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が

生じている貸出金であります。 

     また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

   19．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は１１５百万円であります。 

     なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延してい

る貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

   20．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は１３，６７６百万円であります。 

     なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、

利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破

綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

21．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は５１，３５

８百万円であります。 

     なお、18．から 21．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

   22．手形割引は、業種別監査委員会報告第 24号に基づき金融取引として処理しております。これにより

受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を

有しておりますが、その額面金額は２６，１０４百万円であります。 

23．担保に供している資産は次のとおりであります。 

    担保に供している資産 

     有価証券         ２，７３７百万円 

担保資産に対応する債務 

     預  金          ３，７７９百万円 

     上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券３６，２

１５百万円を差し入れております。 

     また、その他資産のうち、保証金は２５２百万円であります。 

24．土地の再評価に関する法律（平成 10年３月 31日公布法律第 34号）に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」と

して負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上してお
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ります。 

再評価を行った年月日          平成 10 年３月 31日 

     同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月 31

日公布政令第 119 号）第２条第４号に定める地価税法

第 16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎とな

る土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公

表した方法に基づいて奥行価格補正等合理的な調整を

行って算出。 

          同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額は当該事業用土

地の再評価後の帳簿価額の合計額を１１，０９４百万円下回っております。 

   25．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金１ １ ,

３ ０ ０百万円が含まれております。 

   26．社債は、劣後特約付社債１３，０００百万円であります。 

   27．１株当りの純資産額 ４３４円５０銭 

   28．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「有価証券」の

ほか、「商品有価証券」が含まれております。以下 29．についても同様であります。 
 

満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 中間貸借対照表 

 計上額（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

地方債 13,157 13,484 326 

合  計 13,157 13,484 326 
          

  その他有価証券で時価のあるもの 

 

 

取得原価 

    （百万円） 

中間貸借対照表 

計上額（百万円） 

評価差額 

（百万円） 

株 式 28,273 41,624 13,351 

債 券 148,067 146,866 △1,200 

 国 債 88,652 87,895 △757 

地方債 23,810 23,272 △537 

 短期社債 － － － 

 社 債 35,603 35,698 94 

その他 2,654 2,764 110 

合  計 178,994 191,256 12,261 

          なお、上記の評価差額から繰延税金負債４，９５８百万円を差し引いた金額７，３０２百万円が、「そ

の他有価証券評価差額金」に含まれております。当中間期において、その他有価証券で時価のある株

式について２２１百万円減損処理を行っております。当行の減損処理基準は、簿価に対して時価の下

落率が 50％以上の銘柄は、全て減損処理を実施いたします。また、下落率が 30％以上 50％未満の銘柄

については、過去の株価動向、発行会社の業績の推移等を検討し回復する可能性がないと判断される

銘柄についても減損処理を実施いたします。 
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29．時価評価されていない有価証券のうち、主なものの内容と中間貸借対照表計上額は、次のとおりで

あります。 

内容 中間貸借対照表計上額（百万円） 

満期保有目的の債券  

社債 1,460 

子会社・子法人等株式及び関連法人等出資金 

  子会社・子法人等株式 1,195 

  出資金 419 

その他有価証券  

非上場株式 2,229 

出資金 113 

   30．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受け

た場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを

約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、１５６，０６８百万円であります。

このうち契約残存期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が１５３，９

９２百万円あります。 

          なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのも

のが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の

多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを

受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項がつけられております。また、

契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に（半年毎

に）予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全

上の措置等を講じております。 

   31．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。 

繰延税金資産   

 貸倒引当金損金算入限度額超過額 15,815 百万円 

 退職給付引当金損金算入限度額超過額 868  

 減価償却損金算入限度額超過額 489  

 その他 1,030  

繰延税金資産小計 18,203  

評価性引当額 △709  

繰延税金資産合計 17,494  

繰延税金負債   

 固定資産圧縮積立金 25  

 その他有価証券評価差額 4,958  

繰延税金負債合計 4,983  

繰延税金資産の純額 12,510  

   32．「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号平成 17 年 12 月９日）お

よび「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成 17 年 12 月９日）が会社法施行日以後終了する中間会計期間から適用されることになったこと等

から、「銀行法施行規則」（昭和 57 年大蔵省令第 10 号）別紙様式が「無尽業法施行細則等の一部を改

正する内閣府令」（内閣府令第 60号平成 18年４月 28日）により改正され、平成 18 年４月１日以後開

始する事業年度から適用されることになったことに伴い、当中間期から以下のとおり表示を変更して

おります。 
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    (1) 「資本の部」は「純資産の部」とし、株主資本及び評価・換算差額等に区分のうえ表示しており

ます。 

       なお、当中間期末における従来の「資本の部」の合計に相当する金額は６９，２９７百万円で

あります。 

(2) 「利益剰余金」に内訳表示していた「任意積立金」および「中間未処分利益」は、「その他利益

剰余金」の「退職給与積立金｣、「固定資産圧縮積立金」、「別途積立金」および「繰越利益剰余金」

として表示しております。 

    (3) 純額で繰延ヘッジ利益として「その他負債」に含めて計上していたヘッジ手段に係る損益又は評

価差額は、税効果額を控除のうえ評価・換算差額等の「繰延ヘッジ損益」として相殺表示してお

ります。 

    (4) 「株式等評価差額金」は、「その他有価証券評価差額金」として表示しております。 

    (5) 「動産不動産」は、｢有形固定資産｣、「無形固定資産」または「その他資産」に区分して表示し

ております。 

    (6) 「その他資産」に含めて表示していたソフトウエアは、「無形固定資産」に含めて表示しており

ます。 

 33．単体自己資本比率（国内基準）  ８.５８％ 

 

 

中間損益計算書の注記 

 

１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

   ２．１株当たり中間純利益金額   １３円７９銭 

   ３．「その他経常費用」には、貸倒引当金繰入額１，９０３百万円、貸出金償却４９０百万円及び株式等

償却２２５百万円を含んでおります。  
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（単位：百万円）

科　　　　　目 　金        額 科　　　　　目 　金        額

（　資　産　の　部　） （　負　債　の　部　）
現 金 預 け 金 100,001 預 金 1,421,643

コールローン及び買入手形 16,977 譲 渡 性 預 金 60,934

買 入 金 銭 債 権 96 借 用 金 21,441

商 品 有 価 証 券 247 外 国 為 替 13

有 価 証 券 209,497 社 債 13,000

貸 出 金 1,239,111 そ の 他 負 債 8,592

外 国 為 替 980 退 職 給 付 引 当 金 2,203

そ の 他 資 産 7,023 繰 延 税 金 負 債 48

有 形 固 定 資 産 38,632 再評価に係る繰延税金負債 6,485

無 形 固 定 資 産 1,638 支 払 承 諾 14,939

繰 延 税 金 資 産 12,798 負 債 の 部 合 計 1,549,303

支 払 承 諾 見 返 14,939 （純　資　産　の　部）
貸 倒 引 当 金 △ 22,034 資 本 金 15,460

資 本 剰 余 金 9,607

利 益 剰 余 金 30,006

自 己 株 式 △ 134

株 主 資 本 合 計 54,939

その他有価証券評価差額金 7,434

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 0

土 地 再 評 価 差 額 金 8,055

評価・換算差額等合計 15,490

少 数 株 主 持 分 179

純 資 産 の 部 合 計 70,609

資 産 の 部 合 計 1,619,912 負債及び純資産の部合計 1,619,912

中間連結貸借対照表（平成18年９月30日現在）
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（単位：百万円）

22,489

17,814

（うち 貸 出 金 利 息 ） ( 15,504 )

（うち有価証券利息配当金） ( 1,430 )

2,372

1,594

708

18,720

1,254

（う ち 預 金 利 息 ） ( 862 )

1,504

1,465

11,543

2,953

3,769

189

166

3,791

2,208

△ 734

7

2,310

科           目 金    　　　　　　　    額

経 常 収 益

平成18年4月 1日から

平成18年9月30日まで

資 金 運 用 収 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

そ の 他 業 務 費 用

役 務 取 引 等 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

法 人 税 等 調 整 額

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

特 別 利 益

特 別 損 失

中間連結損益計算書

中 間 純 利 益

少 数 株 主 利 益

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益

経 常 利 益

法 人 税 、住 民 税 及 び 事 業 税
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中間連結財務諸表の作成方針  

 

１．連結の範囲に関する事項 

(1)連結される子会社及び子法人等   ４社 

 会社名 

   ひめぎんビジネスサービス 株式会社 

   株式会社 ひめぎんソフト 

   ひめぎん総合リース 株式会社 

   株式会社 愛媛ジェーシービー 

(2)非連結の子会社及び子法人等    ２社 

   会社名 

投資事業有限責任組合えひめベンチャーファンド2004 

有限会社愛媛シップファイナンスを営業者とする匿名組合 

     非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、中間純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績

に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。 

２．持分法の適用に関する事項 

持分法適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等  ２社 

  会社名 

投資事業有限責任組合えひめベンチャーファンド2004 

有限会社愛媛シップファイナンスを営業者とする匿名組合 

３．連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項 

    連結される子会社及び子法人等の中間決算日は次のとおりであります。 

９月末日    ４社 

 

 

中間連結貸借対照表の注記 

 

１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

   ２．商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っており

ます。 

   ３．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その

他有価証券のうち時価のある株式等については中間連結決算期末月１カ月の市場価格等の平均に基

づいて算定された額により、また、それ以外については、中間連結決算日の市場価格等に基づく  

時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による

原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部

純資産直入法により処理しております。 

   ４．有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価    

証券の評価は、時価法により行っております。 

   ５．デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

   ６．当行の有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成 10 年４月１日以後に取得した建物（建
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物附属設備を除く。）については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上

しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

     建 物  ３４年～５０年 

   動 産   ３年～１０年 

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主と

して定率法により償却しております。 

   ７．無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアに

ついては、当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年）に基

づいて償却しております。 

   ８．当行の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

   ９．当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。  

     破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係

る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、

以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、

今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保

の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を

総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づ

き計上しております。 

     すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署か   

ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行って   

おります。 

    なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額   

及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接   

減額しており、その金額は当行２６，６３６百万円、連結される子会社及び子法人等５４３百万円

であります。 

    連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案

して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額をそれぞれ引き当てております。 

10．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上

しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりでありま

す。 

過去勤務債務   その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として５年）に

よる定額法により費用処理 

数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主と

して５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度 

から費用処理 

11．当行並びに連結される子会社及び子法人等のリース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によってお
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ります。 

12.当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業に

おける外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監

査委員会報告第25 号。以下「業種別監査委員会報告第 25号」という。）に規定する繰延ヘッジによ

っております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺

する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨

建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによ

りヘッジの有効性を評価しております。 

13．当行のヘッジ会計の方法は、一部の資産・負債に金利スワップの特例処理を行っております。 

14．当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に    

よっております。 

   15．有形固定資産の減価償却累計額         １９，０４１百万円 

   16．有形固定資産の圧縮記帳額            １，３８４百万円 

   17．貸出金のうち、破綻先債権額は４，０３１百万円、延滞債権額は３６，５５１百万円であります。 

    なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由に   

より元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金

（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令

（昭和 40年政令第97 号）第 96 条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定

する事由が生じている貸出金であります。 

    また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支   

援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

   18．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は１１５百万円であります。 

    なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延して   

いる貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

   19．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は１３，６７６百万円であります。 

     なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、     

利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で    

破綻先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

20．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は     

５４，３７５百万円であります。 

          なお、17．から 20．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

   21．手形割引は、業種別監査委員会報告第 24号に基づき金融取引として処理しております。これによ

り受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権

利を有しておりますが、その額面金額は２６，１０４百万円であります。 

   22．担保に供している資産は次のとおりであります。 

    担保に供している資産 

     有価証券         ２，７３７百万円 

担保資産に対応する債務 

     預  金          ３，７７９百万円 

     上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券       

３６，２１５百万円を差し入れております。 

     また、その他資産のうち保証金は２５２百万円であります。 
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23．土地の再評価に関する法律（平成 10年３月 31日公布法律第 34号）に基づき、当行の事業用の土

地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税

金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部

に計上しております。 

再評価を行った年月日          平成 10 年３月 31日 

     同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月

31 日公布政令第 119 号）第２条第４号に定める地価

税法第 16 条に規定する地価税の課税価格の計算の

基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官

が定めて公表した方法に基づいて奥行価格補正等合

理的な調整を行って算出。 

24．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金      

１１，３００百万円が含まれております。 

   25．社債は、劣後特約付社債１３，０００百万円であります。 

   26．１株当たりの純資産額   ４４１円５９銭 

     「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号平成 14 年

９月 25日）が平成 18年１月 31日付で改正され、会社法施行日以後終了する中間連結会計期間から

適用されることになったことに伴い、当中間連結会計期間から同適用指針を適用し、１株当たりの

純資産額は「繰延ヘッジ損益」を含めて算出しております。 

   27．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。 

満期保有目的の債券で時価のあるもの 
 中間連結貸借対照表 
 計上額（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

国 債 30 29 △0 

地方債 13,157 13,484 326 

合  計 13,188 13,514 326 
 
その他有価証券で時価のあるもの 

  中間連結貸借対照表 
  

取得原価 
（百万円） 計上額（百万円） 

評価差額 
（百万円） 

株  式 28,652 42,249 13,596 

債  券 148,067 146,866 △1,200 

国 債 88,652 87,895 △757 

地方債 23,810 23,272 △537 

短期社債 － － － 

社 債 35,603 35,698 94 

その他 2,654 2,764 110 

合  計 179,373 191,880 12,506 

          なお、上記の評価差額から繰延税金負債５，０５７百万円を差し引いた額７，４４９百万円のう

ち少数株主持分相当額１４百万円を控除した額７，４３４百万円が、「その他有価証券評価差額金」

に含まれております。 

   28．時価評価されていない有価証券のうち、主なものの内容と中間連結貸借対照表計上額は、次のと

おりであります。 

内 容 中間連結貸借対照表 

計上額（百万円） 

満期保有目的の債券  
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 社債 1,661 

その他有価証券  

 非上場株式 2,235 

 その他 533 

   29．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受

けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けるこ

とを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は１７７，３９８百万円でありま

す。このうち契約残存期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が     

１７５，３２２百万円あります。 

          なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高その

ものが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与

えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当

の事由があるときは、当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒

絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項がつけられております。また、契約時におい

て必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に（半年毎に）予め定

めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置

等を講じております。 

   30．「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号平成 17 年 12 月９日）

および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号平成 17 年 12 月９日）が会社法施行日以後終了する中間連結会計期間から適用されることにな

ったこと等から、「銀行法施行規則」（昭和 57 年大蔵省令第 10 号）が「無尽業法施行規則等の一部

を改正する内閣府令」（内閣府令第 60号平成 18年４月 28日）により改正され、平成 18 年４月１日

以後開始する事業年度から適用されることになったことに伴い、当中間連結会計期間から以下のと

おり表示を変更しております。 

    (1)「資本の部」は「純資産の部」とし、株主資本、評価・換算差額等及び少数株主持分に区分のう

え表示しております。 

      なお、当中間連結会計期間末における従来の「資本の部」に相当する金額は７０，４２９百万

円であります。 

    (2)純額で繰延ヘッジ利益として「その他負債」に含めて計上していたヘッジ手段に係る損益又は評

価差額は、税効果額を控除のうえ評価・換算差額等の「繰延ヘッジ損益」として相殺表示してお

ります。 

    (3)「株式等評価差額金」は、「その他有価証券評価差額金」として表示しております。 

    (4)負債の部の次に表示していた「少数株主持分」は、純資産の部に表示しております。 

    (5)「動産不動産」は、「有形固定資産」「無形固定資産」または「その他資産」に区分して表示して

おります。 

    (6)「その他資産」に含めて表示していたソフトウエアは、「無形固定資産」に含めて表示しており

ます。 

   31．連結自己資本比率（国内基準）  ８.６４％ 

 

 

中間連結損益計算書の注記 

 

１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

   ２．１株当たり中間純利益金額  １４円４８銭 

   ３．「その他経常費用」には、貸出金償却５９９百万円及び貸倒引当金繰入額１，８９４百万円を含ん

でおります。 
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   ４．継続的な地価の下落等により、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額７７百万円を減損

損失として特別損失に計上しております。 
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